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令和２年 障害者雇用状況の集計結果 
 

 

新潟労働局では、令和２年６月１日現在の「障害者雇用状況」の集計結果を取りまと

めましたので、公表します。 

今回の集計結果は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）の

規定に基づき、民間企業及び地方公共団体並びに独立行政法人等に義務付けられている

毎年６月１日現在の障害者の雇用状況報告を集計したものです。 

  

【集計結果の主なポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜民間企業（注１）＞（法定雇用率 2.2％） 

・雇用障害者数は 7324.5 人と、前年より 2.7％（193.0 人）増加し、過去最高を更新。 

・実雇用率は 2.17％と、前年より 0.05 ポイント上昇し、過去最高を更新。 

・法定雇用率達成企業の割合は 59.0％と、前年より 1.2 ポイント上昇した。 

全国の集計結果の概要は、雇用障害者数 578,292.0 人、実雇用率 2.15％、法定雇用率達成 

企業の割合 48.6％ 
 

＜地方公共団体＞（法定雇用率 2.5％、都道府県等の教育委員会（注２）は 2.4％） 

・新 潟 県：雇用障害者数 261.5 人、実雇用率 2.90％  

・市 町 村：雇用障害者数 664.0 人、実雇用率 2.39％  

・教育委員会：雇用障害者数 401.0 人、実雇用率 2.33％  

→全ての地方公共団体において、雇用障害者数及び実雇用率のいずれも前年を上回っ

た。 
 

＜独立行政法人等（注３）＞（法定雇用率 2.5％） 

・雇用障害者数 7.0 人、実雇用率 3.22％ 
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新潟労働局 職業安定部 職業対策課  
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地方障害者雇用担当官   金子 高広 

（代表電話）025-288-3508 （夜間電話）025-288-3543 

注１ 民間企業の数値には、常用労働者が 45.5 人未満の企業と新潟県外に本社がある企業の雇用障害者

数は含まれていない。「法定雇用率とは」（８ページ）を参照。 

注２ 都道府県等の教育委員会は、新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会が該当する。 

注３ 独立行政法人等は、新潟県立大学、長岡造形大学、新潟県立看護大学が該当する。なお、国立大

学法人等の障害者雇用状況については、厚生労働省により公表される。 

※全国の令和２年障害者雇用状況の集計結果については、厚生労働省のホームページをご覧ください。 
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・ 民間企業（45.5人以上規模の企業：法定雇用率2.2％）に雇用されている障害者

の数は 7324.5人で、前年より 2.7％（193.0人）増加し、15年連続で過去最高と

なった。 

・ 雇用者のうち、身体障害者は 4,182.5人（対前年比0.2％減）、知的障害者は 

1,811.5人（同3.1％増）、精神障害者は 1,330.5人（同12.5％増）と、身体障害

者は前年より減少したが、それ以外の種別では前年より増加し、特に精神障害者

の増加が顕著となった。 

・ 実雇用率は、９年連続で過去最高の2.17％（前年は2.12％）となり、全国平均

値（2.15％）を３年連続で上回った。 

・法定雇用率達成企業の割合は59.0％（同57.8％）であった。 

〔４ページ、10ページ〕 

○ 企業規模別の状況 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は 45.5～100人未満規模企業

では 1,326.0人（前年1,219.5人）、100～300人未満で 2,221.5人（同2,199.0人）、

300～500人未満で986.5人（同924.5人）、500～1,000人未満で 1,170.0人（同1,

298.5人）、1,000人以上で 1620.5人（同1,490.0人）となり、500～1,000人未満

では前年を下回ったが、それ以外の規模の区分では前年より増加した。 

・ 実雇用率は、すべての規模の区分で前年を上回った。 

また、民間企業の新潟県全体の実雇用率 2.17％と比較すると、45.5～100人未

満(1.81％)及び100～300人未満（2.13％）では下回ったが、それ以外の規模の区

分は県全体以上の数値となった。 

・ 法定雇用率達成企業の割合は、45.5～100人未満規模企業が56.7％（前年は54.

9％）、100～300人未満が61.3％（同62.6％）、300～500人未満が63.3％（同54.

6％）、500～1,000人未満が63.3％（同54.9％）、1,000人以上が65.6％（同72.4％）

となり、100～300人未満及び1,000人以上では前年を下回ったが、それ以外の規模

の区分では前年以上の数値となった。 

                         〔11ページ〕 

○ 産業別の状況 

・ 産業別の障害者の数は、「製造業」2,209.5人、「医療、福祉」1,530.5人、「卸

売業、小売業」1,334.5人で多く雇用されており、３業種いずれも前年より増加し

た。 

・ 産業別の実雇用率で法定雇用率を上回っている業種は、「生活関連サービス、

娯楽業」（3.38％）、「不動産業、物品賃貸業」（2.48％）、「医療、福祉」（2.

46％）、「電気・ガス・熱供給・水道業」（2.27％）、「製造業」（2.20％）の

５業種に止まった。 

〔12ページ、13ページ〕  

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・ 令和２年の法定雇用率未達成企業は806社。産業別の未達成企業の割合は、「不

動産業、物品賃貸業」で65.0％、「学術研究、専門・技術サービス」で61.5%、

「情報通信業」で57.1％と高くなっている。 

 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 
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・ また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）が、未達成企業に

占める割合は、59.3％（478社）となっている。 

           〔12ページ、13ページ、14ページ〕  

 

○ 特例子会社の状況 

・ 令和２年６月１日現在で特例子会社（※）の認定を受けている企業は３社（前

年比１社増）で、雇用されている障害者の数は、28.0人であった。 

  ･ 雇用者のうち身体障害者は10.0人、知的障害者は10.0人、精神障害者は8.0人で

あった。 

※親会社の実雇用率に算入できる、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社 
 

 
 

 

(1) 新潟県の機関（法定雇用率2.5％） 

新潟県の機関に在職している障害者の数は261.5人で、前年より0.2％（0.5人）

増加しており、実雇用率は2.90％と、前年に比べ0.06ポイント上昇した。 

４機関中４機関で達成。 

〔４ページ、15ページ〕 

(2) 市町村等の機関（法定雇用率2.5％） 

市町村等の機関に在職している障害者の数は664.0人で、前年より5.5％（34.5人）

増加しており、実雇用率は2.39％と、前年に比べ0.06ポイント上昇した。 

43機関中32機関で達成。 

   【未達成機関】 

    新潟市、妙高市、加茂市、加茂市教育委員会、新発田市、胎内市、津南町、弥

彦村、南魚沼市、魚沼市、湯沢町 
※当該通報は６月１日現在のものであり、妙高市、新発田市、弥彦村は、現在達成済みとな

っている。 

〔４ページ、16ページ〕 

(3) 新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会（法定雇用率2.4％） 

２機関の教育委員会に在職している障害者の数は401.0人で、前年より6.5％ 

（24.5人）増加しており、実雇用率は2.33％と、前年に比べ0.17ポイント上昇し

た。 

２機関中１機関が未達成。 

【未達成機関】新潟県教育委員会 

〔４ページ、15ページ〕 

 

 

地方独立行政法人等※１（法定雇用率2.5％）に雇用されている障害者の数は 

7.0人で、前年より1.0人増加し、実雇用率は3.22％と、前年に比べ0.47ポイント

上昇した。 

３機関中３機関で達成。 

※１国立大学法人（新潟大学、長岡技術科学大学及び上越教育大学）の障害者雇用状況につい

ては、厚生労働省により公表される。 
〔５ページ、15ページ〕 

２ 地方公共団体の障害者在職状況 

３ 独立行政法人等の障害者雇用状況 



  

１　民間企業における雇用状況（法定雇用率２．２％） ※（　）内は令和元年の数値

337,227.5 人 7,324.5 人 2.17 % 1,160 / 1,966 59.0 %

( 336,060.0 人 ) ( 7,131.5 人) ( 2.12 % ) ( 1,146 / 1,982 ) ( 57.8 % )

２　地方公共団体における在職状況

(1) 新潟県の機関(法定雇用率２．５％) ※（　）内は令和元年の数値

9,004.0 人 261.5 人 2.90 % 4 / 4 100.0 %

( 9,187.0 人 ) ( 261.0 人) ( 2.84 % ) ( 4 / 4 ) ( 100.0 % )

6,092.0 人 166.5 人 2.73 % 1 / 1 100.0 %

( 6,244.0 人 ) ( 166.5 人) ( 2.67 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

2,912.0 人 95.0 人 3.26 % 3 / 3 100.0 %

( 2,943.0 人 ) ( 94.5 人) ( 3.21 % ) ( 3 / 3 ) ( 100.0 % )

(2) 新潟県市町村等の機関（法定雇用率２．５％） ※（　）内は令和元年の数値

27,820.5 人 664.0 人 2.39 % 32 / 43 74.4 %

< 495 人> < 1.78 % >

( 27,013.5 人 ) ( 629.5 人) ( 2.33 % ) ( 33 / 45 ) ( 73.3 % )

※市町村の機関のうち未達成であった機関の３機関は、公表日時点で達成済み。

(３)新潟県教育委員会及び新潟市教育委員会（法定雇用率２．４％） ※（　）内は令和元年の数値

17,192.5 人 401.0 人 2.33 % 1 / 2 50.0 %

< 522 人> < % >

( 17,414.0 人 ) ( 376.5 人) ( 2.16 % ) ( 0 / 2 ) ( 0.0 % )

12,917.0 人 296.5 人 2.30 % 0 / 1 0.0 %

< 277 人> < % >

( 13,153.5 人 ) ( 279.0 人) ( 2.12 % ) ( 0 / 1 ) ( 0.0 % )

4,275.5 人 104.5 人 2.44 % 1 / 1 100.0 %

< 246 人> < 2.08 % >

( 4,260.5 人 ) ( 97.5 人) ( 2.29 % ) ( 0 / 1 ) ( 0.0 % )

②　障害者の数

新潟県市町村
等の機関

新潟市教育
委員会

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

②　障害者の数

⑤　達成割合

⑤　達成割合

③　実雇用率②　障害者の数 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

③　実雇用率

総括表

新潟県教育
委員会

計

⑤　達成割合

新潟県
（知事部局）

新潟県の
その他の機関

計

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

令和２年６月１日現在における障害者の雇用状況

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数 ⑤達成割合

民間企業

４



  

３　地方独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率２．５％） ※（　）内は令和元年の数値

217.5 人 7.0 人 3.22 % 3 / 3 100.0 %

< 282 人> < ##### % >

( 218.5 人 ) ( 6.0 人) ( 2.75 % ) ( 2 / 3 ) ( 66.7 % )

※長岡造形大学は、公表日時点で達成済み。

注　１

２

３

４

５
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地方独立行
政法人等

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ⑤　達成割合④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

　「独立行政法人等」のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号までの法
人（新潟大学、長岡技術科学大学、上越教育大学が該当）については、厚生労働省により障害者雇用状況が公表
される。「地方独立行政法人等」とは、同令別表第２の第９号から第10号までの法人を指し、新潟県立大学、長
岡造形大学、新潟県立看護大学が該当する。

　１の表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数
（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について
定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率
相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数であ
る。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の
重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行
い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人
に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、1人とカウントし
ている。
　①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得
した者であること
　法定雇用率2.4％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　新潟県知事部局は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づ
き、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすもの
である。
　Ａ＝新潟県知事部局　Ｂ＝新潟県議会事務局

４

５



注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

  平成２２年まで   平成２３年以降

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）

重度身体障害者である短時間労働者 重度身体障害者である短時間労働者

重度知的障害者である短時間労働者 重度知的障害者である短時間労働者 

精神障害者 精神障害者

精神障害者である短時間労働者 身体障害者である短時間労働者

  (精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)   (身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)

知的障害者である短時間労働者 

  (知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 

精神障害者である短時間労働者（※）

(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 

注３：法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年4月以降平成29年までは2.0％、平成30年４月以降は2.2％となっている。

〈法定雇用率：２．２％〉

※　平成30年以降は、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、１人分とカウントしている。
　①　通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②　通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

注１：雇用義務のある企業（平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、平成30年以降は45.5人以上
  　規模の企業）についての集計である。

3,041.0
3,257.0 3,310.0

3,515.0

3,720.0
3,876.5 3,931.5 3,935.0

4,131.5 4,191.0 4,182.5

799.0

904.5
1,028.5

1,125.0
1,227.0

1,333.0 1,432.0 1,511.0 1,667.0 1,757.5 1,811.5

104.0
152.0

205.0
307.0

386.0

513.0
662.5

774.0

1,040.0
1,183.0 1,330.5

1.57
1.54

1.59

1.65

1.75 1.85

1.93

1.96

2.06
2.12 

2.17 

1.68
1.65

1.69

1.76

1.82

1.88

1.92

1.97
2.05

2.11

2.15

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

11,000.0

22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02年

3,944.0

5,722.

4,313.5

身体障害者

新潟県実雇用率

全国実雇用率

4,543.5

4,947.

実

精神障害

知的障害者

6,026.0

雇
用
率
（
％
）

6,220.0

7,131.5
6,838.5

5,333.

7,324.5

民間企業における障害者の雇用状況（グラフ）

1.8% 2.0% 2.2%
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実雇用率と雇用されている障害者数の推移

<法定雇用率>



　　項　目 1 2 3 5 6 7 8 9

企業数 常用労働 算定基礎 雇 用 率 雇 用 率 雇 用 率 雇 用 率

 者 総 数 労働者数 身     体 知     的 精     神 達     成 未 達 成 達     成 雇 用 率 雇 用 率

障 害 者 障 害 者 障 害 者 企 業 数 企 業 数 企 業 率 達     成
年　度

５３．６．１ 149,411 1,990 1.33 1.11 52.1
５４．６．１ 150,729 1,995 1.32 1.12 52.0
５５．６．１ 841 152,220 2,021 2,021 1.33 455 386 54.1 1.13 51.6
５６．６．１ 858 157,247 2,122 2,122 1.35 487 371 56.8 1.18 53.4
５７．６．１ 889 161,645 2,200 2,200 1.36 504 385 56.7 1.22 53.8
５８．６．１ 916 165,535 2,210 2,210 1.34 503 413 54.9 1.23 53.5
５９．６．１ 918 167,640 2,306 2,306 1.38 520 398 56.6 1.25 53.6
６０．６．１ 900 168,504 2,293 2,293 1.36 490 410 54.4 1.26 53.5
６１．６．１ 909 192,548 170,792 2,339 2,339 1.37 518 391 57.0 1.26 53.8
６２．６．１ 928 193,788 171,912 2,317 2,317 1.35 512 416 55.2 1.25 53.0
６３．６．１ 1,013 200,578 177,831 2,400 186 2,586 1.45 545 468 53.8 1.31 51.5
元．６．１ 1,061 211,832 186,619 2,500 240 2,740 1.47 590 471 55.6 1.32 51.6
２．６．１ 1,097 215,253 190,195 2,586 275 2,861 1.50 604 493 55.1 1.32 52.2
３．６．１ 1,115 222,050 195,859 2,656 306 2,962 1.51 627 488 56.2 1.32 51.8
４．６．１ 1,161 230,627 204,013 2,740 331 3,071 1.51 661 500 56.9 1.36 51.9
５．６．１ 1,161 236,721 210,971 2,794 438 3,232 1.53 644 517 55.5 1.41 51.4
６．６．１ 1,181 239,938 213,688 2,819 478 3,297 1.54 645 536 54.6 1.44 50.4
７．６．１ 1,180 240,746 214,134 2,820 529 3,349 1.56 643 537 54.5 1.45 50.6
８．６．１ 1,211 245,939 218,351 2,827 547 3,374 1.55 640 571 52.8 1.47 50.0

　９．６．１ 1,219 246,554 218,895 2,828 581 3,409 1.56 650 569 53.3 1.47 50.2
１０．６．１ 1,195 243,598 216,490 2,769 590 3,359 1.55 628 567 52.6 1.48 50.1
１１．６．１ 1,302 248,676 220,310 2,824 583 3,407 1.55 632 670 48.5 1.49 44.7
１２．６．１ 1,289 247,057 218,028 2,728 577 3,305 1.52 613 676 47.6 1.49 44.3
１３．６．１ 1,293 248,285 218,874 2,702 581 3,283 1.50 604 689 46.7 1.49 43.7
１４．６．１ 1,261 243,048 214,193 2,537 582 3,119 1.46 551 710 43.7 1.47 42.5
１５．６．１ 1,269 246,921 217,762 2,531 565 3,096 1.42 521 748 41.1 1.48 42.5
１６．６．１ 1,331 252,180 229,823 2,631 588 3,219 1.40 543 788 40.8 1.46 41.7
１７．６．１ 1,339 258,547 235,347 2,709 596 3,305 1.40 554 785 41.4 1.49 42.1
１８．６．１ 1,360 264,946 241,228 2,832 658 33.5 3,523.5 1.46 590 770 43.4 1.52 43.4
１９．６．１ 1,389 270,773 246,698 3,004 711 54.0 3,769.0 1.53 661 728 47.6 1.55 43.8
２０．６．１ 1,413 276,855 252,775 3,038 773 72.5 3,883.5 1.54 687 727 48.6 1.59 44.9
２１．６．１ 1,380 276,032 252,053 3,040 784 77.0 3,901.0 1.55 667 713 48.3 1.63 45.5
２２．６．１ 1,325 273,634 251,098 3,041 799 104.0 3,944.0 1.57 629 696 47.5 1.68 47.0
２３．６．１ 1,439 298,085.0 280,562.0 3,257.0 904.5 152.0 4,313.5 1.54 664 775 46.1 1.65 45.3
２４．６．１ 1,451 303,847.5 285,978.0 3,310.0 1,028.5 205.0 4,543.5 1.59 690 761 47.6 1.69 46.8
２５．６．１ 1,643 319,211.0 299,843.0 3,515.0 1,125.0 307.0 4,947.0 1.65 734 909 44.7 1.76 42.7
２６．６．１ 1,688 323,993.0 304,245.0 3,720.0 1,227.0 386.0 5,333.0 1.75 840 848 49.8 1.82 44.7
２７．６．１ 1,705 330,005.5 309,574.0 3,876.5 1,333.0 513.0 5,722.5 1.85 927 778 54.4 1.88 47.2
２８．６．１ 1,719 333,298.0 312,711.0 3,931.5 1,432.0 662.5 6,026.0 1.93 993 726 57.8 1.92 48.8
２９．６．１ 1,740 338,132.0 317,183.0 3,935.0 1,511.0 774.0 6,220.0 1.96 1,044 696 60.0 1.97 50.0
３０．６．１ 1,963 354,441.0 332,640.0 4,131.5 1,667.0 1,040.0 6,838.5 2.06 1,087 876 55.4 2.05 45.9
０１．６．１ 1,982 358,483.5 336,060.0 4,191.0 1,757.5 1,183.0 7,131.5 2.12 1,146 836 57.8 2.11 48.0
０２．６．１ 1,966 359,749.5 337,227.5 4,182.5 1,811.5 1,330.5 7,324.5 2.17 1,160 806 59.0 2.15 48.6

全国

企 業 率

　民 間 企 業 に お け る 障 害 者 雇 用 率 等 の推 移
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新潟労働局職業対策課

４　常用雇用身体障害者、知的障害者数及び精神障害者数

障 害 者

全     数

1.5%
67人～

1.6%
63人～

1.8%
56人～

10.7月

63.4月

注１：「障害者数」は次に掲げる者の合計数。

～昭62年
身体障害者（重度身体障害者はﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）

昭63～平4年
身体障害者（重度身体障害者はﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）
知的障害者

平5年～平17年
身体障害者（重度身体障害者はﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）
知的障害者（重度知的障害者はﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）
重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者

平成18年～
身体障害者（重度身体障害者はﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）
知的障害者（重度知的障害者はﾀﾞﾌﾞﾙｶｳﾝﾄ）
重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者
精神障害者
精神障害者である短時間労働者（0.5人でｶｳﾝﾄ）（※）

平成23年～
身体障害者である短時間労働者（0.5人でｶｳﾝﾄ）
知的障害者である短時間労働者（0.5人でｶｳﾝﾄ）

※平成30年以降は、精神障害者である短時間労働者で

あっても、次のいずれかに該当する者については、１人

分とカウントしている。

①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用され

た者であること

②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用さ

れた者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得

した者であること

25.4月

51.10月

2.0%
50人～

30.4月

2.2%
45.5人～



◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である（なお、平成30年３月まで、精神障害者は雇用義務の対象では

ないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．２％〔２．０％〕 

  ○ 民間企業 ……    （45.5人〔50人〕以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．５％〔２．３％〕 

                   労働者数40人〔43.5人〕以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．５％〔２．３％〕 

       （40人〔43.5人〕以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．４％〔２．２％〕 

       （42人〔45.5〕以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

※〔 〕内は、平成30年３月までの値である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回ら

ない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は

知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障

害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ ただし、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者については、１人分

としてカウントされる。 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健

福祉手帳を取得した者であること 

８ 



◎ 民間企業に対する障害者雇用率達成指導の流れ 

 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、

「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、 

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 

〔指導実績〕 

○ 令和元年度の実績 

＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出 ０社 

＊ 障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」 ０社 

＊「特別指導」の実施         ０社 

○ 障害者雇入れ計画を実施中の企業（元年度）３社（全国 296 社） 

○ 企業名の公表 

令和元年度 0社、平成 30 年度 0 社、29 年度 0社、28年度 2 社、27年度 0 社、 

26 年度 8 社、 25 年度 0社、24 年度 0 社、23年度 3 社、22年度 6 社、21 年度 7 社、 

20 年度 4社、19 年度 1社、18 年度 2社 

 

※１ 平成 24 年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から ２年間に短縮している。 

障害者雇用状況報告 

（毎年６月１日の状況） 

雇入れ計画作成命令（２年計画） 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 

特 別 指 導 

企 業 名 の 公 表 

（障害者雇用促進法 第 43 条第７項） 

翌年１月を始期とする ２年間の計画

（※）を作成するよう、公共職業安定所長

が命令を発出 

（同法第 46 条第１項） 

計画の実施状況が悪い企業に対し、

適正な実施を勧告 （計画１年目 12月） 

        （同法第46条第６項） 

雇用状況の改善が特に遅れている企

業に対し、公表を前提とした特別指導

を実施（計画期間終了後に９か月間） 

（同法第 47 条） 

９ 



(1) 概況
①　概況

① ④ ⑤

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

1,966 337,227.5 1,264 284 4,039 947 7,324.5 770.0 2.17 1,160 59.0

（ 1,982 ) ( 336,060.0 ) ( 1,282 ) ( 284 ) ( 3,866 ) ( 835 ) ( 7,131.5 ) ( 743.0 ) ( 2.12 ) ( 1,146 ) ( 57.8 )

②　障害種別雇用状況

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る労働者数

実雇用率
Ｅ÷②×100

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

Ｃ．重度以外の
身体障害者、
知的障害者及
び精神障害者
（注４）

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である短
時間労働者

Ｄ.重度以外身
体障害者及び
知的障害者並
びに精神障害
者である短時
間労働者（注
５）

Ｆ．うち新規雇用
分

法定雇用率
達成企業の

割合

⑥③　障害者の数

1
0

法定雇用率達
成企業の数

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

区分

民間企業

企業数

１ 民間企業における雇用状況（法定雇用率2.2％） 詳細表 １

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

民間企業 7,324.5 1,060 193 1,747 245 4,182.5 282.0 204 91 1,064 497 1,811.5 189.0 937 496 291 1,330.5 299.0

　 （ 7,131.5 ） （ 1,067 ) （ 191 ) （ 1,746 ) （ 240 ） （ 4,191.0 ） （ 274.0 ） （ 215 ) ( 93 ) ( 1,023 ) ( 423 ） （ 1,757.5 ） （ 165.5 ） （ 827 ) ( 442 ) ( 270 ）（ 1,183.0 ） （ 303.5

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｆ．うち新規雇
用分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

ａ.重度身体
障害者

b．　重度身
体障害者で
ある短時間労
働者

b．　重度知
的障害者で
ある短時間労
働者

ｃ．重度以外
の身体障害
者 ｆ．うち新規雇

用分

④精神障害者の数

g．うち新規雇
用分

ｃ.精神障害
者

③知的障害者の数

ｃ．重度以外
の知的障害
者

ｄ．重度以外
の知的障害
者である短時
間労働者

f．　計
ｃ＋(ｄ-e)×
0.5+e

ａ.重度知的
障害者

ｄ．重度以外
の身体障害
者である短時
間労働者

ｄ．精神障害
者である短時
間労働者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5 e.  dのうち、

（注５）に該当
する労働者

〔１（１）①表の注〕
注１

２

３

４

５

６

７

　Ｆ欄の「うち新規雇用分」は令和元年６月２日から令和２年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

　（　）内は令和元年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者
及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た
数）を除いた労働者数である。

　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出
するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」
については法律上、１人を0.5人に相当する者としており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。
　ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注４に該当する者については、１人分としてカウントしている。

　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
の労働者である。

　Ｃ欄の精神障害者には、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者を含む。
　①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること。
　②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者
であること。

　Ｄ欄の精神障害者である短時間労働者とは、精神障害者である短時間労働者のうち、注４に該当しない者である。

〔１（１）②表の注〕
注１

２

３

４

５

６

７

　②③④ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者
については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、②③e欄及び④f欄を算出するに当たり
0.5カウントとしている。

　②③のａ.c欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、②③のｂｄ欄
及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。

　④e欄の労働者とは、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者で
ある。
　①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること。
　②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健
福祉手帳を取得した者であること。

　②③ｆ欄及びｇ欄の「うち新規雇用分」は令和元年６月２日から令和２年６月１日までの１年間に新
規に雇い入れられた障害者数である。

　（　）内は令和元年６月１日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

　①欄の「障害者の数」とは②③ｅ欄及び④ｆ欄の計である。

　②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、e欄の計を算出
するに当たりダブルカウントとしている。



(2) 企業規模別の雇用状況
①　概況

① ④ ⑤ ⑥

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
規模計 1,966 337,227.5 1,264 284 4,039 947 7,324.5 770.0 2.17 1,160 59.0

〈 0 〉〈 28,430 〉〈 0.00 〉
（ 1,982 )（ 336,060.0 )（ 1,282 ) （ 284 ) （ 3,866 ) （ 835 ) （ 7,131.5 ) （ 743.0 ) （ 2.12 ) （ 1,146 )（ 57.8 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％  
45.5～ 1,097 73,241.0 217 51 761 160 1,326.0 169.0 1.81 622 56.7  
100人未満　　 〈 〉 〈 0.00 〉  

（ 1,058 )（ 69,750.0 )（ 205 ) （ 42 ) （ 703 ) （ 129 ) （ 1,219.5 ) （ 160.0 ) （ 1.75 ) （ 581 )（ 54.9 )  
 

100～ 649 104,275.0 387 79 1,237 263 2,221.5 211.0 2.13 398 61.3  
300人未満  

（ 685 ）（ 103,521.5 )（ 388 ) （ 77 ) （ 1,229 ) （ 234 ) （ 2,199.0 ) （ 226.5 ) （ 2.12 ) （ 429 )（ 62.6 )  
 

300～ 109 40,170.0 176 51 502 163 986.5 96.0 2.46 69 63.3
500人未満 〈 〉 〈 0.00 〉

（ 119 ）（ 41,331.0 )（ 181 ) （ 47 ) （ 455 ) （ 121 ) （ 924.5 ) （ 68.0 ) （ 2.24 ) （ 65 )（ 54.6 )

500～ 79 51,000.5 213 ) 36 632 152 1,170.0 130.5 2.29 50 63.3
1000人未満

（ 91 ）（ 57,260.0 )（ 246 ) （ 59 ) （ 664 ) （ 167 ) （ 1,298.5 ) （ 138.5 ) （ 2.27 ) （ 50 )（ 54.9 )

1,000人以上 32 68,541.0 271 67 907 209 1,620.5 163.5 2.36 21 65.6
〈 〉 〈 0.00 〉

（ 29 ）（ 64,197.5 )（ 262 ) （ 59 ) （ 815 ) （ 184 ) （ 1,490.0 ) （ 150.0 ) （ 2.32 ) （ 21 )（ 72.4 )

注　１(1)①の表と同じ

②　障害種別雇用状況

注　１(1)②表と同じ

1
1

法定雇用率
達成企業の
割合

法定雇用率達
成企業の数

実雇用率
Ｅ÷②×100

企業数 Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者（注４）

Ａ.重度身体障害
者及び重度知的
障害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短時
間労働者（注５）

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数

③　障害者の数

Ｆ．うち新規雇
用分

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
規模計 7,324.5 1,060 193 1,747 245 4,182.5 282.0 204 91 1,064 497 1,811.5 189.0 937 496 291 1,330.5 299.0

（ 7,131.5 ) （ 1,067 ) （ 191 ) （ 1,746 ) （ 240 ） （ 4,191.0 ) （ 274.0 ) （ 215 ) （ 93 ) （ 1,023 ) （ 423 ) （ 1,757.5 ) （ 165.5 ) （ 827 ) （ 442 ) （ 270 ) （ 1,183.0 ) （ 303.5 )

45.5～ 1,326.0 184 30 375 53 799.5 33 21 177 75 301.5 154 87 55 225.0
100人未満　 （ 1,219.5 ) （ 162 ) （ 26 ) （ 331 ) （ 45 ) （ 703.5 ) （ 43 ) （ 16 ) （ 181 ) （ 58 ) （ 312.0 ) （ 133 ) （ 84 ) （ 58 ) （ 204.0 )

100～ 2,221.5 326 57 517 74 1,263.0 61 22 343 135 554.5 311 120 66 404.0
300人未満 （ 2,199.0 ) （ 325 ) （ 51 ) （ 533 ) （ 77 ) （ 1,272.5 ) （ 63 ) （ 26 ) （ 343 ) （ 118 ) （ 554.0 ) （ 287 ) （ 105 ) （ 66 ) （ 372.5 )

300～　 986.5 139 33 209 25 532.5 37 18 131 89 267.5 107 104 55 186.5
500人未満 （ 924.5 ) （ 143 ) （ 31 ) （ 217 ) （ 14 ) （ 541.0 ) （ 38 ) （ 16 ) （ 120 ) （ 64 ) （ 244.0 ) （ 87 ) （ 74 ) （ 31 ) （ 139.5 )

500～　 1,170.0 177 21 270 43 666.5 36 15 155 74 279.0 166 76 41 224.5
1000人未満 （ 1,298.5 ) （ 210 ) （ 38 ) （ 295 ) （ 53 ) （ 779.5 ) （ 36 ) （ 21 ) （ 157 ) （ 81 ) （ 290.5 ) （ 162 ) （ 83 ) （ 50 ) （ 228.5 )

1,000以上 1,620.5 234 52 376 50 921.0 37 15 258 124 409.0 199 109 74 290.5

（ 1,490.0 ) （ 227 ) （ 45 ) （ 370 ) （ 51 ) （ 894.5 ) （ 35 ) （ 14 ) （ 222 ) （ 102 ) （ 357.0 ) （ 158 ) （ 96 ) （ 65 ) （ 238.5 )

注　１(1)②の表と同じ

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

ｃ．重度以外の
身体障害者

b．　重度身体障
害者である短時
間労働者

ｄ．重度以外の
身体障害者で
ある短時間労働
者

ｆ．うち新規雇用
分

ｃ.精神障害者

ｅ.  dのうち、（注
５）に該当する労
働者

ｃ．重度以外の
知的障害者

ａ.重度身体障害
者 ｆ．うち新規雇用

分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

g．うち新規雇用
分

④精神障害者の数

ｆ．　計
ｃ＋（ｄ-e）×0.5
＋e

ａ.重度知的障害
者

ｄ．重度以外の
知的障害者であ
る短時間労働者

ｄ．精神障害者
である短時間労
働者

b．重度知的障
害者である短時
間労働者

③知的障害者の数



(3) 産業別の雇用状況
①　概況

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

産業計 1,966 337,227.5 1,264 284 4,039 947 7,324.5 770.0 2.17 1,160 59.0

（ 1,982 ) （ 336,060.0 ) （ 1,282 ) （ 284 ) （ 3,866 ) （ 835 ) （ 7,131.5 ) （ 743.0 ) （ 2.12 ) （ 1,146 ) （ 57.8 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

農、林、漁業 8 724.0 3 0 6 0 12.0 0.0 1.66 5 62.5

（ 6 ） （ 634.0 ) （ 3 ) （ 0 ) （ 7 ) （ 0 ) （ 13.0 ) （ 0.0 ) （ 2.05 ) （ 5 ) （ 83.3 )

鉱業,採石業,砂利採取業 5 496.5 2 0 2 1 6.5 0.0 1.31 1 20.0

（ 5 ） （ 503.5 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 3 ) （ 1 ) （ 7.5 ) （ 2.0 ) （ 1.49 ) （ 2 ) （ 40.0 )

建設業 145 16,313.5 77 7 153 11 319.5 44.0 1.96 83 57.2

（ 142 ） （ 15,960.0 ) （ 71 ) （ 10 ) （ 143 ) （ 13 ) （ 301.5 ) （ 23.5 ) （ 1.89 ) （ 88 ) （ 62.0 )

製造業 633 100,565.5 388 47 1,313 147 2,209.5 174.5 2.20 402 63.5

（ 631 ） （ 100,048.0 ) （ 391 ) （ 46 ) （ 1,260 ) （ 118 ) （ 2,147.0 ) （ 202.0 ) （ 2.15 ) （ 402 ) （ 63.7 )

7 1,408.0 11 0 10 0 32.0 0.0 2.27 5 71.4

（ 7 ） （ 1,409.5 ) （ 12 ) （ 0 ) （ 12 ) （ 0 ) （ 36.0 ) （ 2.0 ) （ 2.55 ) （ 6 ) （ 85.7 )

情報通信業 49 6,499.0 26 3 53 1 108.5 5.0 1.67 21 42.9

（ 51 ） （ 6,449.0 ) （ 22 ) （ 3 ) （ 50 ) （ 0 ) （ 97.0 ) （ 6.0 ) （ 1.50 ) （ 18 ) （ 35.3 )

運輸業,郵便業 128 19,112.5 74 11 210 26 382.0 42.5 2.00 69 53.9

（ 128 ） （ 18,277.5 ) （ 67 ) （ 16 ) （ 194 ) （ 31 ) （ 359.5 ) （ 44.5 ) （ 1.97 ) （ 67 ) （ 52.3 )

卸売業,小売業 287 63,308.0 201 67 761 209 1,334.5 153.5 2.11 146 50.9

（ 305 ） （ 63,719.5 ) （ 207 ) （ 70 ) （ 700 ) （ 181 ) （ 1,274.5 ) （ 143.0 ) （ 2.00 ) （ 137 ) （ 44.9 )

33 11,261.0 56 12 91 7 218.5 13.0 1.94 16 48.5

（ 35 ） （ 11,569.5 ) （ 63 ) （ 9 ) （ 86 ) （ 8 ) （ 225.0 ) （ 20.0 ) （ 1.94 ) （ 15 ) （ 42.9 )

不動産業,物品賃貸業 20 3,392.0 10 3 47 28 84.0 1.5 2.48 7 35.0

（ 19 ） （ 3,341.5 ) （ 3 ) （ 4 ) （ 26 ) （ 23 ) （ 47.5 ) （ 2.0 ) （ 1.42 ) （ 5 ) （ 26.3 )

26 3,816.0 8 1 30 0 47.0 10.0 1.23 10 38.5

（ 28 ） （ 3,830.5 ) （ 12 ) （ 1 ) （ 24 ) （ 0 ) （ 49.0 ) （ 2.0 ) （ 1.28 ) （ 9 ) （ 32.1 )

67 9,749.5 19 16 121 68 209.0 52.0 2.14 42 62.7

（ 70 ） （ 9,865.5 ) （ 20 ) （ 14 ) （ 120 ) （ 47 ) （ 197.5 ) （ 32.0 ) （ 2.00 ) （ 45 ) （ 64.3 )

40 6,842.5 38 17 117 43 231.5 15.0 3.38 23 57.5

（ 43 ） （ 7,193.0 ) （ 54 ) （ 15 ) （ 165 ) （ 42 ) （ 309.0 ) （ 30.0 ) （ 4.30 ) （ 24 ) （ 55.8 )

41 4,170.5 16 1 26 1 59.5 9.0 1.43 19 46.3

（ 40 ） （ 4,128.0 ) （ 16 ) （ 1 ) （ 22 ) （ 3 ) （ 56.5 ) （ 10.0 ) （ 1.37 ) （ 16 ) （ 40.0 )

医療,福祉 307 62,205.5 228 78 827 339 1,530.5 187.0 2.46 225 73.3

（ 305 ） （ 61,928.0 ) （ 235 ) （ 75 ) （ 772 ) （ 318 ) （ 1,476.0 ) （ 151.5 ) （ 2.38 ) （ 224 ) （ 73.4 )

29 8,547.5 41 3 91 5 178.5 16.5 2.09 14 48.3

（ 29 ） （ 8,817.0 ) （ 41 ) （ 3 ) （ 88 ) （ 6 ) （ 176.0 ) （ 21.0 ) （ 2.00 ) （ 14 ) （ 48.3 )

サービス業 141 18,816.0 66 18 181 61 361.5 46.5 1.92 72.0 51.1

（ 138 ） （ 18,386.0 ) （ 63 ) （ 17 ) （ 194 ) （ 44 ) （ 359.0 ) （ 51.5 ) （ 1.95 ) （ 69 ) （ 50.0 )

注　１(1)①の表と同じ

電気・ガス・熱供給・水道業

区分

金融業,保険業

③　障害者の数
Ｃ．重度以外の身体
障害者、知的障害
者及び精神障害者
（注４）

⑥
法定雇用率達成企
業の割合

⑤
法定雇用率達成企
業の数

④
実雇用率
Ｅ÷②×100

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ×
0.5

Ｆ．うち新規雇用分
Ｄ.重度以外の身体
障害者及び知的障
害者並びに精神障
害者である短時間
労働者（注５）

1
2

Ａ.重度身体障害者
及び重度知的障害
者

学術研究,専門・技術サービス業

宿泊業,飲食サービス業

①
企業数 Ｂ.重度身体障害者

及び重度知的障害
者である短時間労
働者

複合サービス事業

教育,学習支援業

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数

生活関連サービス業,娯楽業



②　障害種別雇用状況

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

産業計 7,324.5 1,060 193 1,747 245 4,182.5 282.0 204 91 1,064 497 1,811.5 189.0 937 496 291 1,330.5 299.0
（ 7,131.5 ) （ 1,067 ） （ 191 ） （ 1,746 ） （ 240 ） （ 4,191.0 ） （ 274.0 ） （ 215 ） （ 93 ） （ 1,023 ） （ 423 ） （ 1,757.5 ） （ 165.5 ） （ 827 ） （ 442 ） （ 270 ） （ 1,183.0 ） （ 303.5 ）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

農、林、漁業 12.0 3 0 6 0 12.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
（ 13.0 ) （ 3 ) （ 0 ) （ 6 ) （ 0 ) （ 12.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 1.0 )

6.5 2 0 2 1 6.5 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0
（ 7.5 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 3 ) （ 1 ) （ 7.5 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 )

建設業 319.5 72 5 101 8 254.0 5 2 15 2 28.0 31 7 6 37.5
（ 301.5 ) （ 69 ) （ 8 ) （ 104 ) （ 10 ) （ 255.0 ) （ 2 ) （ 2 ) （ 10 ) （ 2 ) （ 17.0 ) （ 26 ) （ 4 ) （ 3 ) （ 29.5 )

製造業 2,209.5 319 32 583 39 1,272.5 69 15 380 72 569.0 306 80 44 368.0
（ 2,147.0 ) （ 323 ) （ 33 ) （ 571 ) （ 38 ) （ 1,269.0 ) （ 68 ) （ 13 ) （ 368 ) （ 54 ) 544.0 ) （ 271 ) （ 76 ) （ 50 ) （ 334.0 )

32.0 11 0 6 0 28.0 0 0 1 0 1.0 3 0 0 3.0
（ 36.0 ) （ 12 ) （ 0 ) （ 7 ) （ 0 ) （ 31.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 2.0 ) （ 3 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 3.0 )

情報通信業 108.5 23 3 28 1 77.5 3 0 2 0 8.0 23 0 0 23.0
（ 97.0 ) （ 20 ) （ 2 ) （ 27 ) （ 0 ) （ 69.0 ) （ 2 ) （ 1 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 7.0 ) （ 21 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 21.0 )

運輸業,郵便業 382.0 69 6 115 8 263.0 5 5 41 9 60.5 45 18 9 58.5
（ 359.5 ) （ 60 ) （ 7 ) （ 105 ) （ 13 ) （ 238.5 ) （ 7 ) （ 9 ) （ 36 ) （ 8 ) （ 63.0 ) （ 43 ) （ 20 ) （ 10 ) （ 58.0 )

卸売業,小売業 1,334.5 165 44 271 50 670.0 36 23 199 122 355.0 188 140 103 309.5
（ 1,274.5 ) （ 173 ) （ 47 ) （ 284 ) （ 44 ) （ 699.0 ) （ 34 ) （ 23 ) （ 174 ) （ 102 ) （ 316.0 ) （ 166 ) （ 111 ) （ 76 ) （ 259.5 )

218.5 56 12 61 7 188.5 0 0 2 0 2.0 21 7 7 28.0
（ 225.0 ) （ 62 ) （ 9 ) （ 59 ) （ 8 ) （ 196.0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 4.0 ) （ 16 ) （ 9 ) （ 9 ) （ 25.0 )

不動産業,物品賃貸業 84.0 4 3 8 5 21.5 6 0 24 13 42.5 12 13 3 20.0
（ 47.5 ) （ 3 ) （ 4 ) （ 9 ) （ 4 ) （ 21.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 7 ) （ 13 ) （ 13.5 ) （ 6 ) （ 10 ) （ 4 ) （ 13.0 )

47.0 7 1 14 0 29.0 1 0 3 0 5.0 13 0 0 13.0
（ 49.0 ) （ 10 ) （ 1 ) （ 17 ) （ 0 ) （ 38.0 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 5.0 ) （ 6 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 6.0 )

宿泊業,飲食サービス業 209.0 10 10 31 10 66.0 9 6 48 49 96.5 20 31 22 46.5
（ 197.5 ) （ 11 ) （ 7 ) （ 31 ) （ 8 ) （ 64.0 ) （ 9 ) （ 7 ) （ 51 ) （ 30 ) （ 91.0 ) （ 17 ) （ 30 ) （ 21 ) （ 42.5 )

231.5 25 13 41 14 111.0 13 4 59 19 98.5 13 14 4 22.0
（ 309.0 ) （ 27 ) （ 10 ) （ 41 ) （ 17 ) （ 113.5 ) （ 27 ) （ 5 ) （ 91 ) （ 17 ) （ 158.5 ) （ 27 ) （ 14 ) （ 6 ) （ 37.0 )

59.5 15 0 17 1 47.5 1 1 3 0 6.0 5 1 1 6.0
（ 56.5 ) （ 15 ) （ 0 ) （ 17 ) （ 2 ) （ 48.0 ) （ 1 ) （ 1 ) （ 1 ) （ 1 ) （ 4.5 ) （ 3 ) （ 1 ) （ 1 ) （ 4.0 )

医療,福祉 1,530.5 186 46 305 64 755.0 42 32 245 193 457.5 195 164 82 318.0
（ 1,476.0 ) （ 188 ) （ 48 ) （ 302 ) （ 63 ) （ 757.5 ) （ 47 ) （ 27 ) （ 237 ) （ 183 ) （ 449.5 ) （ 160 ) （ 145 ) （ 73 ) （ 269.0 )

178.5 33 1 55 3 123.5 8 2 13 2 32.0 20 3 3 23.0
（ 176.0 ) （ 33 ) （ 1 ) （ 60 ) （ 2 ) （ 128.0 ) （ 8 ) （ 2 ) （ 11 ) （ 3 ) （ 30.5 ) （ 13 ) （ 5 ) （ 4 ) （ 17.5 )

サービス業 361.5 60 17 103 34 257.0 6 1 29 16 50.0 42 18 7 54.5
（ 359.0 ) （ 56 ) （ 14 ) （ 103 ) （ 30 ) （ 244.0 ) （ 7 ) （ 3 ) （ 30 ) （ 10 ) （ 52.0 ) （ 48 ) （ 17 ) （ 13 ) （ 63.0 )

注　１(1)②の表と同じ

生活関連サービス業,娯楽
業

ｄ．重度以外の
身体障害者であ
る短時間労働者

ｄ．重度以外の
知的障害者であ
る短時間労働者

ｄ．精神障害者
である短時間労
働者

ｆ．　計
ｃ＋（ｄ-e）×0.5
＋e

ｃ．重度以外の
身体障害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

鉱業,採石業,砂利採取業

学術研究,専門・技術サー
ビス業

ａ.重度身体障害
者

②身体障害者の数 ③知的障害者の数

ａ.重度知的障害
者

b．　重度知的障
害者である短時
間労働者

ｃ．重度以外の
知的障害者

④精神障害者の数

g．うち新規雇用
分

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

ｆ．うち新規雇用
分

ｃ.精神障害者

e．ｄのうち、（注
５）に該当する労
働者

1
3

複合サービス事業

教育・学習支援業

ｆ．うち新規雇用
分

区分

①
障害者の数

電気・ガス・熱供給・水道業

金融業,保険業

b．　重度身体障
害者である短時
間労働者



(4) 障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数

0.5人又は１人 1.5人又は2人 2.5人又は3人 3.5人又は4人
4.5人以上
9人以下

9.5人以上
20人以下

20.5人以上
50人以下

50.5人以上

規模計 806 589 146 42 17 12 0 0 0 478
(100.0%) (73.1%) (18.1%) (5.2%) (2.1%) (1.5%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (59.3%)

45.5-100人未満 475 444 31 － － － － － － 430
(100.0%) (93.5%) (6.5%) － － － － － － (90.5%)

100-300人未満 251 124 96 24 7 0 － － － 48
(100.0%) (49.4%) (38.2%) (9.6%) (2.8%) (0.0%) － － － (19.1%)

300-500人未満 40 14 7 11 5 3 － － － 0
(100.0%) (35.0%) (17.5%) (27.5%) (12.5%) (7.5%) － － － (0.0%)

500-1000人未満 29 6 9 4 4 6 － － － 0
(100.0%) (20.7%) (31.0%) (13.8%) (13.8%) (20.7%) － － － (0.0%)

1,000人以上 11 1 3 3 1 3 0 0 0 0
(100.0%) (9.1%) (27.3%) (27.3%) (9.1%) (27.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

注１ 　上段は企業数、下段は当該企業規模階級内における構成比。

２ 　②欄の「不足数」とは、法定雇用率を達成するために、現在の雇用障害者数に加えて雇用しなければならない障害者の数である。

③障害者の
数が0人で
ある企業数

①法定雇用率
未達成企業
の数

区分

②不足数

1
4



1 　新潟県の状況（法定雇用率2.5%）

①算定の基礎となる
職員数

②雇用障害者数  ③実雇用率

合　　計 9,004.0 261.5 2.90

   新潟県(知事部局
　　　　　・議会事務局)

6,092.0 166.5 2.73

   新潟県企業局 98.0 2.0 2.04

   新潟県病院局 2,206.5 76.0 3.44

   新潟県警察本部 607.5 17.0 2.80

２　新潟県市町村等の機関の状況（16ページに掲載）

①算定の基礎となる
職員数

②雇用障害者数  ③実雇用率

新潟県教育委員会 12,917.0 296.5 2.30

①算定の基礎となる
職員数

②雇用障害者数  ③実雇用率

新潟市教育委員会 4,275.5 104.5 2.44

（法定雇用率2.5%）

①算定の基礎となる
職員数

②雇用障害者数  ③実雇用率

合　　計 217.5 7.0 3.22

新潟県立大学 84.0 3.0 3.57

長岡造形大学 82.0 2.0 2.44

新潟県立看護大学 51.5 2.0 3.88

0.0

0.0

0.0

0.0

３ 　新潟県教育委員会の状況（法定雇用率2.4%）

４ 　新潟市教育委員会の状況（法定雇用率2.4%）

 ④不足数（注１）

0.0

0.0

0.0

0.0

 ④不足数（注１）

13.5

 ④不足数（注１）

0.0

 ④不足数（注１）

0.0

注１　④欄の「不足数」とは、職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から障害者の数を減 じて得た数であり、

　　これが0となることをもって法定雇用率達成となる。

　　　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

注２　独立行政法人等のうち、国立大学法人（新潟大学、長岡技術科学大学および上越教育大学）の障害者雇用状況については、

　　厚生労働省により公表される。

２ 地方公共団体における在職状況

３ 独立行政法人等における雇用状況（注２）

詳細表 ２
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①算定の基礎とな
る職員数（注１）

②雇用障害者数（注２） ③実雇用率  ④不足数（注３） 備　　　　考

合計 27,820.5 664.0 2.39 43.0

1 新潟市 6,577.0 145.0 2.20 19.0 認定地方機関（注４）

2 長岡市 2,049.5 52.0 2.54 0.0
3 長岡市水道局 79.5 2.0 2.52 0.0
4 長岡市教育委員会 1,097.5 27.5 2.51 0.0
5 小千谷市 399.5 9.0 2.25 0.0
6 小千谷市教育委員会 134.5 3.5 2.60 0.0
7 上越市 2,903.5 74.0 2.55 0.0 認定地方機関（注４）

8 妙高市 557.5 11.5 2.06 1.5 認定地方機関（注４）（注５）

9 三条市 536.0 14.0 2.61 0.0
10 三条市教育委員会 295.5 9.5 3.21 0.0
11 見附市 720.0 18.5 2.57 0.0 認定地方機関（注４）

12 加茂市 275.0 4.5 1.64 1.5
13 加茂市教育委員会 108.5 1.0 0.92 1.0
14 田上町 164.5 4.0 2.43 0.0
15 柏崎市 774.0 19.0 2.45 0.0 認定地方機関（注４）

16 出雲崎町 107.0 2.0 1.87 0.0 認定地方機関（注４）

17 刈羽村 125.0 3.0 2.40 0.0
18 新発田市 1,174.5 28.5 2.43 0.5 認定地方機関（注４）（注６）

19 胎内市 506.5 10.0 1.97 2.0 認定地方機関（注４）

20 阿賀野市 378.0 9.0 2.38 0.0
21 阿賀野市教育委員会 124.0 4.0 3.23 0.0
22 聖籠町 109.0 2.0 1.83 0.0
23 聖籠町教育委員会 144.0 4.0 2.78 0.0
24 下越障害福祉事務組合 97.0 2.0 2.06 0.0
25 新発田地域広域事務組合 43.0 1.0 2.33 0.0
26 五泉市 586.5 16.0 2.73 0.0 認定地方機関（注４）

27 阿賀町 363.0 9.5 2.62 0.0
28 さくら福祉保健事務組合 95.5 2.0 2.09 0.0
29 新潟県中東福祉事務組合 68.0 3.0 4.41 0.0
30 十日町市 784.0 20.5 2.61 0.0 認定地方機関（注４）

31 津南町 187.5 3.0 1.60 1.0
32 糸魚川市 331.5 9.5 2.87 0.0
33 糸魚川市教育委員会 269.5 8.0 2.97 0.0
34 燕市 777.0 21.0 2.70 0.0 認定地方機関（注４）

35 弥彦村 104.0 1.0 0.96 1.0 （注７）

36 南魚沼市 1,173.0 19.0 1.62 10.0 認定地方機関（注４）

37 魚沼市 801.0 17.5 2.18 2.5 認定地方機関（注４）

38 湯沢町 170.0 1.0 0.59 3.0
39 魚沼地域特別養護老人ホーム組合 90.0 2.5 2.78 0.0
40 佐渡市 1,121.5 29.0 2.59 0.0
41 佐渡市教育委員会 320.0 12.5 3.91 0.0
42 村上市 975.0 25.0 2.56 0.0 認定地方機関（注４）

43 関川村 123.5 3.5 2.83 0.0

　　　る。

　　　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても不足数が０となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

注４　この機関は、特例認定を受けている。

     　する職員を当該A機関に勤務する職員とみなすものである。  

　　　 特例認定とは、地方公共団体の機関（A)及び当該A機関と人的関係が緊密である等の機関（B）の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該B機関に勤務

注５　妙高市は、令和２年１０月１日において、雇用障害者数１３．５人、実雇用率２．４２％となり、不足０人となった。

注６　新発田市は、令和２年１１月２６日において、雇用障害者数２９．５人、実雇用率２．５１％となり、不足０人となった。

注７　弥彦村は、令和２年１２月１日において、雇用障害者数２．０人、実雇用率１．７８％となり、不足０人となった。

新潟県市町村等の機関の状況（法定雇用率2．5％）  　　　　

注１　①欄の「算定の基礎となる職員数」とは、通報の対象となる職員総数から除外率等を適用した結果、法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数である。

注２　②欄の「雇用障害者数」とは、フルタイム勤務の重度障害者が１人で２人とカウントされることや短時間勤務障害者が１人で０．５人とカウントされる等の重みづけを行った数値

　　　である。

注３　④欄の「不足数」とは、職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から障害者の数を減 じて得た数であり、これが０となることをもって法定雇用率達成とな

新潟県市町村等の機関の状況（15ページ １－２の内訳）
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